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会 議 録 

会議の名称 つくば市上下水道審議会（下水道事業 第１回） 

開催日時 令和７年１月 28 日 開会 10：00 閉会 12：00 

開催場所 つくば市役所２階 職員研修室１、２ 

事務局（担当課） 上下水道局下水道総務課 

 

出 

席 

者 

委員 

 

 

白川直樹委員（会長）、三宮武委員（副会長） 

加納誠介委員、中村道子委員、皆川幸枝委員 

阿久津裕子委員、高田佳恵子委員、平井美季委員 

瀧田風歌委員、高野文男委員、宮武晃司委員 

竹内秀治委員、柏崎元治委員、磯野健寿委員 

事務局 

 

上下水道局長 中泉、 

上下水道局次長 小吹、上下水道局統括監 渡辺、 

下水道総務課長 桜井、上下水道業務課長 兼平、 

下水道工務課長 富田、 

下水道総務課課長補佐 山下、下水道総務課係長 小野瀬、 

下水道総務課主任 土田、下水道総務課主事 藤井、 

下水道総務課係長 荒木、下水道総務課主査 佐伯、 

上下水道業務課課長補佐 栗原、上下水道業務課係長 望月、 

下水道工務課課長補佐 青柳、下水道工務課係長 北沢、 

下水道工務課係長 小松、下水道工務課係長 橋本、 

水道総務課課長 水橋、水道総務課課長補佐 石渡 

 

その他 市長 五十嵐 立青 

欠席者（委員） 五頭泰誠委員 

公開・非公開の別 ☑公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 1 名 
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非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 ・下水道使用料の改定について 

会議録署名人 三宮武委員 

加納誠介委員 

確定年月日 令和７年２月 25 日 

会

議

次

第 

１ 開会 

２ 市長挨拶 

３ 辞令交付 

４ 会長及び副会長選出 

５ 諮問 

６ 議事 

・下水道使用料の改定について 

７ その他 

８ 閉会 

 

１ 開会 

事務局（桜井課長）：本日はご多忙のところ、ご参集いただき、誠にありがとう

ございます。開催に先立ちまして、秘書課より記録のための写真撮影の申し出

がありましたので、ご了承くださいますようお願いいたします。 

ただいまからつくば市上下水道審議会下水道事業第１回を開催いたしま

す。本日進行を務めますつくば市上下水道局下水道総務課、課長の桜井と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

 

２ 市長挨拶 

初めに、市長の五十嵐からあいさつ申し上げます。 
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五十嵐市長：〔挨拶〕 

 

３ 辞令交付 

事務局（桜井課長）：続きまして、辞令交付を行います。大変申し訳ございませ

んが、時間の都合上、代表として国立大学法人筑波大学システム情報系、准教

授の白川さまに交付させていただきます。市長、白川委員、ご起立ください。 

 

〔辞令交付〕 

 

４ 会長及び副会長選出 

事務局（桜井課長）：続きまして、本審議会の会長および副会長を選出したい

と思います。つくば市上下水道審議会条例第４条第２項に、会長および副会長

は委員の互選によって定めると規定されています。会長および副会長を選出

するに当たりまして、委員の皆さまに簡単に自己紹介をお願いしたいと思い

ます。 

 

〔各委員自己紹介〕 

 

事務局（桜井課長）：ありがとうございました。なお、本日欠席の委員を紹介い

たします。市議会議員の五頭委員です。以上となります。 

それでは、本審議会の会長および副会長を選出していただきたいと思いま

す。どなたかご意見ございましたら、よろしくお願いいたします。高野委員、

お願いいたします。 

高野委員：事務局の方からご提案いただくということでよろしいのではないか

と思いますが、いかがでしょうか。 

事務局（桜井課長）：ただ今、事務局からの提案というご意見を頂きましたの



 

4 
 

で、事務局から提案させていただきます。 

事務局（山下補佐）：下水道総務課課長補佐の山下と申します。事務局からご

提案申し上げます。会長には前回の上下水道審議会の会長をお引き受けいた

だいた白川委員を推薦いたします。また、副会長には三宮委員をご推薦いたし

ます。 

事務局（桜井課長）：ご異議ございませんでしょうか。それでは、白川委員、会

長をお願いいたします。三宮委員、副会長をお願いいたします。白川会長、ご

あいさつをお願いいたします。 

白川会長：ただ今ご指名いただきましたので、前回に引き続きこの役目を務め

させていただきます。どうぞよろしくお願いします。できるだけ公平な進行を

心がけたいと思いますので、委員の皆さまも公平な立場からの審議をしてい

ただくようお願いいたします。 

前回の審議会で議論した経営戦略をベースとして今後の議論を進めること

になるのですが、委員の皆さまの半数ほどが新しく来られた方ですので、議論

の前提や経営戦略について、分からないことや確認したいことなどがありま

したら、その都度、ご遠慮なくご発言いただければと思います。全ての委員の

皆さんに少しでも多くのご意見を言っていただけるような進行を心がけたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

事務局（桜井課長）：ありがとうございました。なお、市長は公務の都合によ

り、ここで退席させていただきます。 

 

〔市長退席〕 

 

事務局（桜井課長）：遅くなりましたが、ここで上下水道局長から職員を紹介

させていただきます。 
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 〔事務局職員紹介〕 

 

事務局（桜井課長）：ここからはつくば市上下水道審議会条例第５条第２項に

基づき、白川会長に議長をお願いいたします。 

 

５ 諮問 

白川会長：では、会議を開始したいと思います。初めに、つくば市長から諮問書

が提出されていますので、事務局からお願いします。 

事務局（中泉局長）：上下水道局長の中泉でございます。お手元の「資料２、諮

問書」をご覧ください。令和７年１月 28 日付でつくば市長から、つくば市上

下水道審議会会長宛て諮問、つくば市上下水道審議会条例第２条の規定に基

づき、下記の事項について諮問します。 

１ 条例第２条第４号に定める下水道使用料に関すること（下水道使用料

の改定）」 

以上になります。委員の皆さまには調査審議を賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。以上です。 

白川会長：ありがとうございました。今、資料２のご説明がありましたが、手元

に資料が足りないなどということがありましたら、進行中でもよいのでおっ

しゃってください。 

それでは、議事に入る前に、いくつか確認事項がありますので、お伝えしま

す。 

【定足数確認、録音について】 

ただ今、出席委員数は 14 名です。委員数 15 人の過半数以上に達しており、

審議会は成立しますので、第 1 回上下水道審議会を開会いたします。本審議会

の議事録を作成するために録音をいたしますので、ご了承ください。 

【会議公開条例に基づく審議会の公開について】 
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次に本審議会の公開についてです。資料３をご覧ください。この審議会は、

つくば市付属機関の会議および懇談会等の公開に関する条例第２条第１号に

定める付属機関に該当するため、第３条の規定により原則公開となっていま

す。本審議会の議題としては、先ほど諮問があった通り、下水道使用料の改定

ということですので、第４条に規定する非公開の会議に該当しないため、公開

として進めてまいります。 

本日、傍聴希望者がいるようでしたら、事務局の方から会議室に案内してく

ださい。傍聴人の方は注意事項をご覧ください。つくば市付属機関の会議およ

び懇談会等の公開に関する条例により、傍聴者に対して会場からの退出を求

めることがありますので、ご了承ください。 

【会議録署名委員の指定】 

続きまして会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、つくば市

上下水道審議会運営規則第４条に規定されており、会議録に会長および会長

が指名した委員２名が署名しなければならないと定められています。名簿順

に順番で指名していきたいと思います。今回は三宮委員と加納委員を指名し

ますので、よろしくお願いします。 

議事録は、会議の終了後遅延なく作成し、委員の署名後、ウェブサイトに公

表されることになっています。 

 

６ 議事 

白川会長：議事次第の６番、下水道使用料の改定について、事務局から説明を

お願いいたします。 

事務局（小野瀬係長）：上下水道局下水道総務課の小野瀬と申します。着座に

て失礼いたします。本日は「これまでの経緯と審議会の内容」次に「下水道に

ついて」「公営企業会計について」「現在の経営状況と今後の見通しについて」

「使用料の改定について」という内容をご説明いたします。 
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まず、公営企業についてご説明いたします。公営企業とは、地方自治体が経

営する企業のことです。下水道事業のほか、水道事業、地下鉄などの交通事業、

市立病院等の事業があります。これらの地方公営企業には一般会計との間の

適正な経費負担区分を前提として、事業の経費をその経営に伴う収入をもっ

て充てなければならないという独立採算の原則が定められています。 

市の下水道事業は、経営状況を明らかにするため、令和 2 年度から地方公営

企業法を適用しており、法の適用により経理は企業会計方式となりました。民

間企業と同様に、複式簿記による経理を行い、損益計算書や貸借対照表等の財

務諸表を作成しています。 

地方公営企業は、将来にわたって安定的な経営を図るため、中長期的な経営

の基本計画である経営戦略を策定し、定期的に見直すことが求められていま

す。下水道事業では、平成 28 年度に経営戦略を策定しましたが、令和 2 年度

の法の適用や経営状況の変化に対応するため、昨年行った上下水道審議会で

ご審議をいただき、令和 6 年 10 月に経営戦略を改定しました。改定した経営

戦略では、将来的な赤字回避や企業債残高の増加を抑制するため、令和 8 年度

に平均改定率 20％、令和 13 年度に平均 17％の使用料改定を計画しました。 

本審議会では、令和 8 年度に計画している平均改定率 20％の使用料改定に

ついて、具体的な内容を審議していただきたいと思います。具体的な内容と

は、現在、つくば市で採用している基本使用料と従量使用料からなる二部使用

料制の妥当性の確認、基本使用料と従量使用料のバランスの設定、さらに従量

使用料の区分の設定についてといった内容になります。 

次に使用料改定までの予定ですが、審議会は本日から 7 月にかけて 6 回を

予定しています。今年 9 月には使用料を規定している下水道条例の改正案を 9

月の定例会議に提出し、半年間の周知期間を経て、令和 8 年 4 月の改定を予定

しております。 

続きまして、下水道の基本的な仕組みについてご説明します。下水道には三
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つの役割があり、生活環境の改善、公共水域の水質保全、雨水の排除を担って

います。つくば市の下水道は、事業としては主に市街化区域の公共下水道事業

と市街化調整区域の特定環境保全公共下水道事業を行っています。 

下水道の施設は基本的にはこの図のような構成になっており、家庭や企業

から出た汚水は汚水管を通り、中継ポンプ場を経て終末処理場で浄化され、河

川に放流されます。雨水は、雨水管を通って河川に放流するか、浸透施設を通

じて地中に浸透させます。 

下水道管には合流式下水道と分流式下水道という方式があります。図のよ

うに、汚水管と雨水管が分かれているものを分流式下水道と呼び、つくば市は

この方式を採用しています。分流式下水道は、合流式下水道に比べると、建設

費が割高になりますが、衛生面で優れているという特徴があります。 

なお、図の右側の赤い線は、市と県の管理運営の境界です。線より左側の中

継ポンプ場までは市が整備、管理しており、線より右側の終末処理場での汚水

の処理等は茨城県が整備、管理しています。つくば市の汚水は茨城県が管理す

る流域下水道に放流しており、維持管理費や建設費を負担金として茨城県に

支払うことで汚水処理を行っています。 

つくば市の施設の特徴は、膨大な施設を保有しているという点です。市域が

広く、平たんなことが影響し、管渠延長は約 2,000 キロあり、中継ポンプ場は

29 カ所、マンホールポンプは 300 カ所以上あります。これは人口 3 万人以上

の事業体が 1,100 以上ある中で、上位 2～3％以内に入るほどの規模です。な

お、先ほどご説明したように、つくば市は自前の処理場を持っておらず、汚水

の処理は茨城県が行っています。 

下水道の整備状況ですが、つくば市の面積約 2 万 8,000 ヘクタールのうち、

全体計画区域は 9,856.3 ヘクタール、事業計画区域は 8,800.5 ヘクタールで

あり、このうち 8,448.5 ヘクタールが整備済みです。普及率は 85.7％です。

なお、処理区域内人口密度は 1 ヘクタール当たり 26.1 人で、これは類似団体
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の平均値と比べても低く、効率的な事業が難しい状況にあります。今後は事業

計画区域に位置付けられた箇所を順次実施中であり、未整備区域については

地区要望等を踏まえて進めていきます。 

次に、施設の老朽化の状況です。下水道の整備は、国家プロジェクトであっ

た筑波研究学園都市の建設を担った現在の UR が学園都市エリアを担い、旧 6

カ町村がそれ以外のエリアを担いました。下水道管の建設は 1970 年代から始

まっており、今後、耐用年数 50 年を超える管が急増することとなります。図

の赤い線は耐用年数を超えるものを示しています。2020 年に 0.5％だった老

朽化率は、2034 年には約 16％、2044 年には約 35％となる見込みです。 

続いて、公営企業会計についてご説明します。一般会計の経理は全ての収入

と支出を歳入と歳出として把握しますが、企業会計では収益的収支と資本的

収支に分けて経理を行います。収益的収支とは、1 年間の経営成績を示すもの

で、主に維持管理に関する収支です。資本的収支とは、将来に対しての投資で、

主に建設改良関係の収支です。 

収益的収入は主に下水道使用料収入や一般会計からの繰入金があり、支出

には主に流域下水道維持管理負担金があります。また、固定資産の減価償却に

伴う減価償却費と、これに対応する長期前受金戻入という現金の動きがない

項目も計上され、これらの収支の差額が当年度の利益や損失となります。資本

的収入は建設改良費の財源となるもので、企業債の借り入れや国庫補助金が

主なものです。資本的支出は、ほぼ建設改良費と企業債償還金からなっていま

す。 

次に、一般会計からの繰入金について、令和 5 年度の決算を例にご説明しま

す。一般会計繰入金には、国の基準に基づく基準内繰入金と市独自の基準に基

づく基準外繰入金があります。令和 5 年度は全部で 19.3 億円の繰入があり、

このうち基準内繰入金が 14.1 億、基準外繰入金が 5.2 億円でした。基準内繰

入金の内訳は、公共性の高い雨水処理に要する経費や分流式下水道に関わる
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費用等に対するものが 12.9 億、借入金の償還に対するものが 1.2 億円でした。

基準外繰入金の内訳は、不明水の処理に要する費用に対するものが 3.9 億円、

雨水施設の建設に係る負担金が 1.3 億円という内容でした。 

次に、令和 5 年度決算から現在の経営状況についてご説明します。まず、収

益的収支についてです。左は収益的収入で約 105 億円、右は収益的支出で約

101 億円、差し引き純利益は 4 億円でした。現金を伴う収入で最も多いのは下

水道使用料収入で、約 40 億円と全体の 4 割を占めます。次に多いのは一般会

計からの繰入金で、基準内繰入金・基準外繰入金を合わせて約 17 億円で、全

体の 16％です。現金を伴う支出で最も多いのは、全体の 14％を占める茨城県

への流域下水道維持管理負担金、約 14 億円です。 

次に、資本的収支についてご説明します。左は資本的収入で約 33.3 億円、

右は資本的支出で約 54.8 億円でした。収入で最も大きいのは企業債の借り入

れ、約 23 億円で、全体の約 70％を占めます。その他、国庫補助金や茨城県か

らの負担金、一般会計からの繰入金があります。支出で最も大きいのは企業債

の償還、約 24 億円で、44％です。その他、汚水管路や雨水施設の新設や管路・

ポンプ場の改築・更新に係る建設改良費が約 23 億円で、全体の 41％、TX 沿線

開発に係る費用が約 8 億円で、14％でした。 

次に、主な経営指標の推移を三つお示しします。まず、経費回収率です。経

費回収率とは、使用料で回収すべき経費をどの程度、使用料で賄えているかを

表す指標です。棒グラフは全国の類似団体、折れ線がつくば市の状況です。つ

くば市は令和 3 年度以降、微減しており、現在 98.5％と、原価割れの状態で

す。類似団体平均値よりも低く、汚水処理費の削減や適正な使用料収入の確保

が必要という状況です。なお、スライドの右上には経営戦略で該当するページ

を示しております。 

次に経常収支比率です。この指標は、使用料収入や一般会計からの繰入金等

で維持管理費や支払利息などの費用をどの程度賄えているかを示します。令
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和 3 年度以降、100％を超えており、黒字ですが、類似団体より低い状態です。

また、前述の経費回収率が 100％を下回っていることから、使用料収入は賄う

べき費用に対して不足しており、その不足を使用料収入以外の収入、つまり一

般会計からの基準外繰入金で補っているという状況です。 

最後に、企業債残高対事業規模比率です。この指標は使用料収入等に対する

企業債残高の割合で、企業債残高の規模を示すものです。絶対的な水準はあり

ませんが、経年比較や類似団体等と比較するために用いられます。つくば市は

令和３年度以降、徐々に減少し、令和５年度時点で約 883％です。市の水道事

業と比較すると、3 倍以上となっています。 

次に、今後の見通しについてご説明します。まず、使用料収入を改定しなか

った場合の収益的収支です。グラフの左軸は使用料収入と各費用、右軸は当年

度純損益です。黄色で示した使用料収入は、しばらくは TX 沿線開発等による

人口増分の増収が見込まれますが、大口使用者の使用料は横ばい、または減少

が続いているため、全体では微増を見込んでいます。これに対して維持管理

費、減価償却費、企業債の支払利息などの費用は、物価上昇や借入額の増加に

より増加の見込みです。以上から令和 13 年度以降は赤字となる見込みです。 

次に、資本的収支と企業債残高です。左の軸は建設改良費と企業債借入額お

よび償還、右は企業債残高です。青で示した建設改良費は、TX 沿線開発が完

了に向かっているため、新設分が落ち着く一方、改築事業費は老朽化対策と物

価上昇により増加します。建設改良費の増加に伴い、企業債の借入額も増加し

ます。グレーの企業債償還額は、過去に借り入れた借入額が大きかったものの

償還が終了していく影響で低下していきますが、その後、再び増加に転じま

す。企業債残高は、借入額が償還額を上回り続けるため増加し続け、約 30 年

後には現在の倍以上となる見込みです。 

ここまでの内容のまとめです。現在の状況は、使用料収入が費用に対して少

なく、原価割れの状況であり、一般会計からの基準外繰入金に依存していま
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す。つまり下水道事業の経営が下水道事業以外の要因に左右される状況です。

また、企業債残高の額が事業規模に対して大きい状況です。今後の見通しとし

ては、使用料収入の大幅な増加は見込みにくく、維持管理費等は物価上昇等に

より増加が見込まれるため、将来的には赤字となります。また、老朽化更新の

ための建設改良費の増加に伴い、企業債残高が増加します。このような状況に

対応するため、使用料の改定が必要となっています。 

最後に、使用料の改定についてご説明します。過去に行った改定は、消費税

率改定によるものを除いて、平成 18 年に行った一度のみです。令和 8 年に改

定する場合、約 20 年ぶりの改定となります。この平成 18 年の改定は、下水道

の供用を開始してから 25 年後に初めて実施されたもので、2 カ月に 20 トンの

使用料までは 2,100 円という基本水量制と、21 トン以降は従量料金制という

体形だったものを、基本水量制をなくし、基本使用料と従量使用料からなる現

在の二部使用料制にするという改定でした。改定幅については、ほぼ使わない

方にとっては値下げとなっていましたが、それ以外の方にとってはこちらに

示したような値上げ幅でした。 

次に、使用料を改定した場合の見通しを示します。グラフの左軸は使用料収

入、右の軸は当年度純損益です。水色の折れ線と棒グラフは改定しない場合の

使用料収入と当年度純損益、赤色の折れ線と棒グラフは改定した場合の使用

料収入と純利益です。改定前は令和 13 年度以降に赤字が見込まれていました

が、令和 8 年度の使用料改定でこれが避けられます。続いて令和 13 年度に 2

回目の改定を行うことで、長期的に赤字を避けることができます。 

使用料の改定後の企業債残高の推移を示します。左軸は使用料収入、右軸は

企業債残高です。水色の折れ線と棒グラフは改定しない場合の使用料収入と

企業債残高、赤の折れ線と棒グラフは改定した場合の使用料収入と企業債残

高です。改定によって当年度純利益の額が増加し、得られた利益を建設改良費

に充当して、企業債の借り入れを減らすことで、改定しない場合に比べて企業
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債残高の増加を抑制することができます。 

次に審議の内容です。冒頭でもお示ししましたが、審議の内容を図にする

と、このような形になります。現在は左の図の通り、基本使用料と従量使用料

からなる二部使用料制です。水量の区分は三つで、使用量に応じた単価があ

り、総額で税抜 40 億円の収入があります。 

審議の内容は、全体の収入額を平均改定率 20％である 48 億円とし、まず二

部使用料制の妥当性の確認、基本使用料と従量使用料のバランスということ

で、基本使用料の額を上げるか、下げるかということ、使用水量の区分につい

て数をどうするか、また、区分間の額について差をどうつけるかということに

なります。 

今後の予定としましては、まず、次回第 2 回では下水道使用料の体系につい

て、取り得る種類やその特徴、他自治体の状況をご説明します。今後の審議の

前提となる二部使用料制の妥当性についてご審議ください。また、基本使用料

や従量使用料について、原則的な考え方と他自治体の状況についてご説明し

ます。第 3 回目から 5 回目にかけては、パターンの検討となっております。最

適な金額の設定についてご審議をお願いいたします。最終の第 6 回では、答申

案について審議を予定しております。 

今後の予定です。令和 7 年 1 月から 7 月にかけて、使用料の改定について

ご審議いただき、9 月定例会議には下水道条例の改正案を提出する予定です。

半年間程度の周知機関を経て、令和 8 年 4 月から条例の施行を予定しており

ます。ご説明は以上となります。 

 

【質疑応答】 

白川会長：ご説明ありがとうございました。今日ご説明いただく資料はこれが

全てですので、今日の審議は、資料４の内容について、質問や確認などをいた

だくということになるかと思います。ただ今の説明、あるいは資料４などにつ
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きまして、ご質問ありますでしょうか。皆川委員、お願いします。 

皆川委員：ご説明ありがとうございました。私も資料を全部読み込めていない

ので、少し違う質問をするかもしれないのですが、ご了承ください。まず、料

金収入の中の割合ですけど、一般家庭と事業者との料金の割合がありました

ら教えてください。 

事務局（山下補佐）：一般家庭と事業者の割合をまとめた表はありません。今

日、お示ししているのは水量区分ごとの２か月の収入です。２か月で 40 ㎥の

場合３～４人家族かと思います。 

皆川委員：次回水量の割合と、料金の割合の情報がそれぞれ分かると、比較検

討しやすいかなと思いました。 

事務局（山下補佐）：次回には、一般家庭と事業者の割合をお示ししたいと思

います。 

白川会長：この資料は使用している量の統計ですよね。これでも大丈夫ですか。 

皆川委員：取りあえずこれを見れば大丈夫です。あと、担当課の方では大体、

企業かというデータとしてお持ちでしょうか。 

事務局（山下補佐）：区分ごとに集計していますので、それをお示しすること

は可能かと思います。基本的にはこの水量データでお示しすることにはなる

のですが、例えば公的な機関の使用量、アパートの使用量といったデータはあ

りますので、併せてお示しできればと思います。 

皆川委員：それと、今度、料金体系は今まで2カ月当たりの使用水量が、20㎥が基

本ということで、20㎥下回っても最低限かかる費用っていうのが2,100 円ってい

うことで並べられてましたけども、そこはもう完全に基本水量っていうのはなく

して、従量体系に全てするということでよろしいですよね。 

そうすると、先ほどおっしゃっていただいたんですけど、やっぱりひとり親世

帯の水量っていうのがどれぐらいになるのかっていうのと、そこの料金がどれぐ

らい値上げになるのかということが分かると、ありがたいです。ひとり親、あと年
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金生活世帯は1人から2人世帯だと思うんですけど、よろしくお願いします。 

事務局（山下補佐）： 1 点だけ訂正させていただきます。21 ページの資料をご

覧いただきたいのですが、先ほど 2,100 円とおっしゃった部分は、平成 18 年

度に改定する前の使用料体系になります。 

現在の使用料体系は、５ページのスライドのとおり 2,100 円ではなくて、基

本的な使用料が、２か月で 500 円です。基本水量はありません。平成 18 年度

以前はありましたが、平成 18 年度の改定でなくなりました。あとは使った水

量に応じた従量使用料となっています。 

１か月 20 ㎥を使った場合は、3,135 円（税込）になります。今後、改定し

た場合との比較表はお示ししていきます。 

皆川委員：すみません。勘違いしていました。申し訳ありませんでした。では、

現行の料金と値上げした時の料金比較をぜひ資料として出していただくとい

うことでお願いいたします。 

それと、更新計画ですけれども、一応、ざっくりと年間でどれぐらい工事し

ていくかについては、19 ページで建設改良費の推移を示していただいている

のですが、老朽化対策の今後の工事予定と、更新と新設の下水管工事の計画を

年度ごとに示していただければと思いますが、いかがでしょうか。 

事務局（富田課長）：今後の建設改良の推移でございますが、まず汚水の新設

工事につきましては、近年の実績を踏まえまして、１年当たり８億円程度を予

定しております。 

改築・耐震事業につきましては、基本的にストックマネジメント計画、総合

地震対策計画に基づいて事業を行っておりますが、管渠、下水道管の改築費用

につきましては、令和６年から 15 年までの 10 年間は１年当たり約８億円を

想定しております。内訳としては、管渠の改築が約６億円、耐震や突発的な修

繕工事的なものとして約２億円の、合わせて８億円と予定をしております。 

また、ポンプ場等の施設につきましては、改築・耐震がございますが、１年
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当たり約９億円を予定しており、それに加えて物価上昇率を１年当たり３％

ほど見込んでおります。 

事務局（山下補佐）：資料の５に経営戦略の本体がありますが、こちらの 28 ペ

ージをご覧ください。 

事務局（富田課長）：こちらの 28 ページの表 5－2 という表を見ていただきた

いのですが、まず新設事業の管路で、令和７年・８年に大体 14 億・13 億とあ

り、こちらは実際、現場の施工状況に合わせて予算化をしているものです。令

和９年以降に関しては物価上昇を見込んだ推移となっております。 

雨水事業ですが、令和９年まで少し大きな数字になっていますが、こちらは

現在都市下水路の復旧工事を行っており、令和９年に完了を予定しているた

め、令和９年度まで年約３億を見込んでいます。 

続いて、つくばエクスプレス関連公共下水道事業費です。こちらは令和８年

まで毎年５億円ほど見込んでいますが、工事自体は令和８年度で完了の予定

ですので、令和９年度からは事業費をゼロとしています。 

続いて改築事業につきましては、令和７年までについては実績ベース、予算

ベースで、それ以降に関しては、平均的に予算を積み、物価上昇を加味して試

算しております。以上でございます。 

皆川委員：そうしますと、この数字は実際の計画ベースで積み上げた数字にな

っているということなのでしょうか。それとも実際どこまでやっていくのか

は、これから計画していくということでよろしいでしょうか。 

事務局（富田課長）：新設工事につきましては基本的には整備状況等と地区要

望を踏まえて行っております。現在は、市の北部・西部地区の整備が若干遅れ

ていますので、そちらを優先的に行っております。 

改築事業につきましては、先ほど申しましたように、ストックマネジメント

計画、耐震の計画に基づいて行っていますが、計画の中で、たくさんの汚水量

を抱えている中心地区など、管路が破損してしまった場合に大きな影響があ
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るような場所などについてリスク評価などを行い、どの程度影響が出るのか、

整備年度がいつ頃なのかといった要因を加味した上で、整備順位を決めてお

ります。 

皆川委員：更新ですけれども、管路は法定耐用年数が 50 年と定められていると

思うんですけれども、実際、老朽化が進んでるというふうにおっしゃった中心

部以外の管路に関しては、やはり 50 年たったら必ず更新しないといけないの

でしょうか、それとももう少し延ばすことも可能なのでしょうか。 

事務局（富田課長）：耐用年数が過ぎたから更新という形ではなく、先ほども

お話ししましたように、計画に沿って点検・調査などを行って、状況を見極め

た上で、改築の工事という形に進んでいきます。あくまでもストックマネジメ

ント上の試算ではありますが、単純に耐用年数で改築すると約 2,500 億円か

かるところを、ストックマネジメント計画の中で試算すると、約 500 億円に圧

縮できるという試算は出ております。 

白川会長：実際には耐用年数以上使っているということですね。 

事務局（富田課長）：その通りでございます。 

白川会長：ありがとうございます。今のご質問に関連することでもよいですし、

全く違うことでも構わないのですが、他の委員からもいかがでしょうか。加納

委員、お願いします。 

加納委員：ご説明ありがとうございます。２点ほどお伺いしたいのですけども、

１点目は 24 ページの今後の審議の内容というところです。戦略の時にどこま

で議論をしたのか正確には覚えていないのですけども、いろんな理由があっ

て料金が足らない、資金が足らないということに関しては、全体を単純に 20％

アップしてしまうことで、何％が妥当かは別としてお金自身はカバーできる

と思うのですが、議論の中身として基本料金を上げるのか、下げるのかとか、

区分の数はどうするのかとか、区分間の差をどうしていくのか。四つほど項目

が挙げられていて、二部使用料制を続けるのかどうかとか、バランスをどうす
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るかということになっていますけども、これが実際に課題だと認識している

根拠になってるものが何だったかというのをもう一度、思い出させていただ

ければと思います。何か現状どこかに不満があって、今のやり方だとまずいと

いう話であるのか、単純に金額を変えるだけでは駄目な理由はどこかにある

のかという点をお教えいただければと思います。 

もう１点、７ページ目にあります、つくば市の担当分と茨城県の担当分とい

うところで、最終処理場に至るまでのところ、この絵だと、単純につくば市と

しては雨水、汚水を流すだけということになっていますが、ここに昨今のいろ

いろな技術を導入して前処理をすると、少し県にお支払いする金額が変わる

とか、県の施設の負担が減って、県全体として少し助かるというようなことが

あるのか、ないのか。そういうことをすると、逆にコストが上がるのか、20 年

たてば、もしくは 50 年たてば、コストは逆転するのかとか、そういう議論は

しなくていいのかどうかということについて、教えていただきたいです。 

白川会長：最初のポイントは、経営戦略の時は全体の収入を考えて赤字になっ

ていかないように総額を議論したというところでした。その後の基本使用料

をどうするとか、この区分をどうするという話は、全くしていなかったなと思

います。ですので、ここに関する問題点があるのかどうかというところです

ね。どうでしょうか。 

事務局（山下補佐）：まず、最初に 24 ページの表に関して説明します。事務局

としては、現在の二部使用料制の採用は、理に適っている体系だと思っており

ます。全国の状況なども含めつつ、次回ご説明したいと思います。基本使用料

と従量使用料の構成比率に関しては、基本使用料が少し低いかなというよう

な問題点は感じております。 

理由の詳細は次回ご説明しますが、基本使用料は、下水道の処理にかかる固

定費を賄い、従量使用料は固定費以外の変動費等を賄うのが原則的な考えで

す。費用を分解すると、全国的には基本的に固定費の方が高くなります。何が
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正しいということはないですが、少なく見積もっても固定費が 7 割あり、多い

ところではもっとあるかもしれません。基本使用料で 7 割の収入を確保し、従

量使用料で 3 割を確保したいという理想はありますが、そうすると、やはり少

ない使用者、特に一般家庭というところの利用の使用料金が非常に高くなっ

てしまいます。そこで、基本使用料と従量使用料のバランスをどうやって取っ

ていくのかが今後の話になります。あとは従量使用料の３つの区分について

も議論になってくるかと思います。 

事務局としては現在の体系は理に適っていると思っていますので、基本的

に全てに 20％を掛けた体系が１つの軸になるかと思います。 

続けて７ページです。こちらのスライドの前処理をつくば市ですることに

よって、どういった効果あるのかというお話に関しては、今回の下水道使用

料、この先５年間を見据えて改定をしていきますが、前処理の経費は考慮して

いません。中長期的にコストが抑えられるというようなことになれば、次回の

経営戦略の改定時などには考慮できるかと思います。 

白川会長：三宮委員、どうぞ。 

三宮委員：まず、今の前処理という部分に関しまして、基本のところでいいま

すと、例えば工場排水のような、重金属などが含まれている可能性がある排水

や、下水処理場で処理はできるけれどもかなり高い濃度で排水される可能性

があるものに関しては、基本的には除害施設で下水道に入ってくる前にある

程度、民間側で処理していただくというのが基本になっています。 

それから、例えば管路の中で簡易的な処理施設を造って、処理場の負担を減

らしましょうということに関しては、現在大学などで研究されているという

ことを聞いたことがあります。 

ですから、今後もう少しその研究が進んで実際の規模で適用できるという

ことになれば、そういったことが実施できる可能性はあるかもしれませんが、

この数年で可能性があるかというと、私個人の解釈も含めてですが、少し難し
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いのかなと思っています。 

質問してよろしいですか。 

白川会長：はい。続けてどうぞ。 

三宮委員：私からもコメントと質問をさせていただきたいのですけども、まず

コメントとしましては、先ほどストックマネジメントの計画があって、その部

分で、標準耐用年数で改築するのではなく、改築までかなり年数を延ばして、

できるだけ改築費を減らすというお話がありました。その一方、マンホールポ

ンプが 300 カ所ぐらいあるということで、非常に多いということです。特にマ

ンホールポンプのような所は圧送するんですね。満管状態で圧送した後に恐

らく自然流下の部分があると思います。そうすると、嫌気状態から好気状態に

なり、下水の中に含まれる硫黄分が硫化水素から硫酸になってコンクリート

などを腐食するということがありますので、そういった意味で点検・調査など

は、特にマンホールポンプの下流といった所は十分注意しながらやられるべ

きかなと思います。この 10 ページの老朽化の増加のグラフでも、過去に造っ

たものはコンクリート管が多いと思いますので、その辺についても留意して

進められるのがいいのかなと思いました。 

質問としては、12 ページで基準内の繰り入れのところで、雨水施設の建設

に係る負担金等というのが基準外としてあります。これは先ほどのつくばエ

クスプレスの関連の、雨水関係のところでそこを負担金として受け入れてい

る部分があるのかどうかというところを聞きたいのが一つです。 

もう一つは、特につくば駅周辺などで、公務員宿舎などがマンションに変わ

っていると思いますが、例えばマンションになると世帯数が増えたり、水の使

い方が変わるといった要因で、収入の増減に関わる可能性があるのか、そのあ

たりは何か分析されているかどうかという点をお聞きしたいと思います。以

上の２点、よろしくお願いします。 

事務局（小野瀬係長）：まず、１点目の基準外繰入金のうちの雨水施設の建設
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に係る負担金に TX 分が含まれているかどうかという点ですけれども、TX 関連

の事業費の財源は国庫補助金と、起債、茨城県からの負担金なので、この基準

外繰入金には TX の分は含まれていません。純粋に既存の雨水の施設の改築と

か、その辺に対して一般会計から負担金として入っているという内容です。 

白川会長：２点目は、公務員宿舎からマンションに転換することによる変化と

いうことなのですが、わかりますか。 

事務局（兼平課長）：上下水道業務課長の兼平です。公務員宿舎からマンショ

ンに変わったことによって使用量が増えているかということについてです

が、当然、マンションに変わって世帯数が増えていれば、その分は水量が増え

ます。ただ、その辺の今後の見通しは、把握していません。 

白川会長：三宮委員、よろしいですか。 

三宮委員：ありがとうございました。そうしますと、最初の雨水施設に関しま

しては、これ、総務省の基準ですけど、一般論でいうと、汚水が私費で、雨水

が公費ということがあり、雨水だから公費なのですけども、これ、基準外なの

でしょうか。基準内、基準外を細かく私も分かってるわけじゃない部分がある

のですけども、そこがどうなのかなと思いました。 

それから、前の経営戦略の時に話す話だったかもしれませんが、マンション

の建設に伴う収入の増減なども、どこまで細かく分析できるか分かりません

が、少し見直しができるのかどうかという点が気になりましたので質問させ

ていただきました。 

事務局（小野瀬係長）：まず、基準内繰入金の雨水処理に要する経費の話です

けれども、ここで定められている基準は雨水処理に係る維持管理費、雨水施設

の減価償却費を、一般会計から繰り入れるという内容になっています。 

基準外繰入金で表現している雨水関係の繰入金は、雨水施設の建設や改築

に対して入ってくるお金なので、これは基準に定められているものではあり

ません。工事の時にかかるお金は基準内繰入金ではなく、造った後に減価償却
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費として費用計上する時に、基準内繰入金として繰り入れることができます。

基準外繰入金で先に入れているので、基準外として扱っています。 

三宮委員：三宮でございます。だから、ほんとうは一般会計の中でやるべきと

ころを起債しているからっていう理解ですかね。 

事務局（小野瀬係長）：そうですね。 

三宮委員：分かりました。ありがとうございました。 

白川会長：柏崎委員、お願いします。 

柏崎委員：柏崎と申します。先ほど三宮委員の方でお話しいただいた雨水の話

ですね。会計処理のところが分からないところがあり、11 ページの雨水の収

益的な支出で、雨水の維持管理上の維持管理は基準内に入りますと、雨水の施

設の減価償却費も基準内に入りますと。ということでよろしいですか。 

事務局（小野瀬係長）：その通りです。維持管理費のうち、これは汚水と雨水合

わせた維持管理費で、このうち雨水分は基準に含まれます。減価償却費のう

ち、雨水施設に関わる分については基準内に含まれます。 

柏崎委員：入らないのは、雨水の建設、資本収支の建設改良費に当たる部分が

入りませんっていうことでよろしいですか。 

事務局（小野瀬係長）：その通りです。 

柏崎委員：そうすると、ここでいう下水道使用料金で賄わなくちゃいけないも

のの中に、雨水の費用って入っているのですか。入ってないのですか。 

事務局（小野瀬係長）：入っていません。下水道使用料で賄うべき経費として

計算する時に、一般会計から基準に基づいて入ってくるものが当たるお金は

抜いて、残りを使用料で賄うべきお金だと計算するので、雨水分は含まれませ

ん。 

柏崎委員：さきほど、汚水：私費、雨水：公費の原則みたいな話がありましたけ

ど、その通りにやられていて、そうすると、雨水に係る維持管理費であるとか

建設改良であるとかというのは、今回の料金改定に関わらないっていうこと
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でよろしいですかね。 

事務局（小野瀬係長）：そうですね。一般会計が負担すべきだというふうに基

準で定められているものについては、含めずに考えます。 

柏崎委員：雨水が、雨水の建設改良費がどう変わろうとも、料金改定には影響

しないということでよろしいんですかね。 

事務局（小野瀬係長）：雨水建設改良費が変わっても関係ありません。 

柏崎委員：雨水のことを除いても、よろしいんですよねっていうことです。 

事務局（小野瀬係長）：大丈夫です。 

柏崎委員：ありがとうございました。 

事務局（山下補佐）：独立採算を原則として、下水道使用料を改定していきま

すが、大前提として、２つ目の黒ポツの所に一般会計との間の適正な経費負担

区分、これがいわゆる雨水公費、汚水私費になります。適正に計算した基準内

の繰入金は、一般会計から繰り入れてもらいつつ、残った部分の費用に対して

独立採算がとれるような水準にしたいと考えています。今申し上げた通り、雨

水はあくまで公的負担として一般会計から繰り入れてもらう予定ですので、

そこの増減は直接的に影響しませんので、考慮しなくてもよいという話です。 

皆川委員：今のことに関連してお聞きしたいのですが、一般会計からの繰入金

という表現がありますが、つくば市民の方が納めている都市計画税は、道路建

設とか下水道施設に対して目的税として集めてるわけですけれども、これは

財務に聞かないといけないのかもしれないのですけれども、都市計画税をど

ういうふうに下水道に配分していくかっていう考え方は、つくば市として何

か定めていますか。 

事務局（山下補佐）：一般会計側が繰入金の財源をどうしているかに関しては、

下水道事業としては把握しておりません。基準があるのか、ないのかも含めて

分からないという回答になります。 

皆川委員：調べていただければと思うんですけど、つくば市の場合は市街化区
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域以外の調整区域の方も都市計画税を納めてると思います。そういうお金を

払っているのに、19.3 億円にこれを充てないで、使用料収入だけで賄うとい

うことについて、納得のいく説明が必要になるかなと思いますので、調査して

いただければと思います。 

白川会長：宮武委員、お願いします。 

宮武委員：今、質疑にも関わってきたんですけど、12 ページのところは、私の

ご説明に対する理解は、基準外繰入金というのは、市独自で負担されていて、

それが料金改定に伴って、額は 5 億ということでありますけれども、使用料金

の方に転嫁されるっていうふうに理解していたんです。先ほどの説明ですと、

二つ目のポチの雨水施設の建設に関わる負担金 1.3 億っていうのは、そうで

はないという説明に聞こえてしまったんですけど、それ、正しいですかね。 

事務局（山下補佐）：雨水公費に関しては、基準外を全てなくすという考えで

はなくて、雨水建設に係るようなものは、繰り入れをしてもらう考えです。 

宮武委員：分かりました。問題点がそこにあるのだとすると、今後こういう資

料を審議していって、市民の皆さんにもお伝えしていくってなると、これはそ

ういう金額だよっていうのを示しておかないと、誤解がここの時点で生じる

と、しんどいかなと思いますので、書き方が工夫要るかなと思いました。 

それから、実は一つ目のポチも気になっていて、不明水の処理っていうこと

で、誰が原因かは分からないけれど、利用者みんなで払おうということになる

のですよね。不明水だろうとは思いますけれども、例えば管の継ぎ目から地下

水が入ってきたんだとか、いろんな要因は類推できるので、「施設の特徴とし

てこういうものなどの処理に関する経費」ということで、ああなるほどねって

いうふうな表現にしないと、これだったらちょっと困るねっていうふうに言

う方も出てくると思うので、表現を工夫していただいたらと思います。よろし

くお願いします。 

白川会長：不明水という名称だけではよく分からないということですかね。あ
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りがとうございます。竹内委員、お願いします。 

竹内委員：申し訳ありません。この審議会の根本的なところお聞きしたいので

すけども、４ページの所には、昨年審議してきまして、令和８年度に平均 20％

上げる。５ページ目の所に、20％について基本使用料とか使用水量、ここの区

分を決めていくということなのですが、この 20％ありきで話をこの審議会は

進めていくということでしょうか。 

というのは、今までいろいろご質問出ているように、いろんな疑問とかやっ

ぱりあると思うんですよね。だから、やっぱりこの 20％はもう一回見直そう

とか、そういう審議にもなる可能性があるということでしょうか。 

事務局（山下補佐）：独立採算を担保するには48億円が必要だと経営戦略で推計

しました。したがって、48億円確保するには20％の平均改定率が必要です。 

ただし、一律20％なのか、それとも大口と小口のバランスを変えるのかといっ

たところが重要になってくると考えております。 

竹内委員：ありがとうございます。そうすると、前回から引き続いて参加して

る委員の方は、前回の議論はやっているので分かってると思うんですけども、

新しい委員の方っていうのは、この辺、説明は事前にちゃんとされてるという

ことで、新しい委員の方もその辺はご理解いただいているという状況でよろ

しいでしょうか。 

事務局（山下補佐）：新しい委員の方に関しましては、これまでの経緯も含め

て事前に 1 度、ご説明はさせていただいています。 

白川会長：昨年、何度も審議していって、このくらいが妥当であろうと決めた

値ですので、これがすっかりひっくり返ってしまうと、またおかしなことにな

りますけれども、ただ、色々な状況の変化といったことには対応しないといけ

ないですし、分からないところは明らかにして、改めるところは改めていくと

いうことが必要かと思います。高野委員、お願いします。 

高野委員：料金改定の部分でいろいろと問題はあろうかなと思うんですが、今
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回のつくばの下水道事業、これ、終末処理場は茨城県が管理してるということ

ですけど、つくばの終末処理場は利根にあるということですが、場所はどちら

になりますか。 

事務局（山下補佐）：最終的な処理場は利根町の、利根川沿いの所にあります。 

高野委員：これ、市と県で運用してると、最後に県が終末処理場を管理してる

というところで、ここのバランスは、半永久的に県と市が負担金は変えないよ

とか、そういったものが維持できるのかっていうのは、これは状況によって、

この終末処理場が何らかの形で稼働できないとか、修繕が必要だとか、そうい

った時に県は県でもちろん予算を出すんでしょうけど、じゃあ市の負担率と

か、そういったものって上がる可能性もありますよね。 

そういうことも含めて、今回使用料を上げていくことによって、結果的に財

政調整金のようなものはどのぐらいを予想してるのか。２回上げるわけです

ね。今回上げてもう一回上げるという形で伺ってますが、そういったところに

あてる予備の費用は算出できるのですか。 

事務局（山下補佐）：まず、一般会計にあるような財政調整基金は、今のこの下

水道事業会計にはありません。その代わりとして、利益が出れば、その利益を

積み立てることで、建設改良等の財源としていきます。令和 2 年度に企業会計

に移行したばかりで、内部の積み立ては、一般会計のような規模ではありませ

ん。 

県の流域下水道に払っている負担金のお話については、単価が決まってお

り、流した量に応じて、処理量に応じて金額が決まります。その単価に関して

は、将来的に変動する可能性はあります。 

高野委員：ありがとうございます。いずれにしても料金を上げるということは、

安心で快適な下水道事業にならないといけないということで、もう一度上げ

るというようなことって、やはりなかなかできないと思うんですよ。 

そういう中で、ある程度の蓄えだったり、県との話合いだったり、そういっ
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たところがどのようになっているのか知りたいですし、そういったところも

しっかりとわれわれが今回伺って、施設を見に行きましょうとは言いません

けど、そういったことも必要なのかなというふうには感じてます。 

白川会長：ありがとうございます。経営戦略の時も県との関係などにはあまり

踏み込まず、現状維持ということで計画を立てましたが、そこが変わるとなる

と、いろいろなものが変わってくる可能性があるかと思います。中村委員、お

願いいたします。 

中村委員：説明いただいた資料の 24 ページで使用料の改定についていうこと

で、下側の表ですが、総費用の方の固定費と変動費の割合は、現状 70％と 30％

というふうに先ほどご説明いただいたような気がしておりますけれども、下

水道使用料の回収においては、基本使用料が今 500 円っていうことになって

いますが、この固定的な基本使用料と従量使用料の割合というのは、どんな形

になっているのか教えてください。 

事務局（小野瀬係長）：令和 5 年度の実績ですと、基本使用料の部分で約 40 億

のうちの 3.3 億円、従量部分で 36.6 億円というような内訳になっています。 

中村委員：ありがとうございます。感覚的な問題ではあるのですけど、基本使

用料が低いというふうにお感じになってるっていうご説明だったと記憶して

いますけれども、低いっていうのは何に比べて低いのかっていうところで、平

均的に例えば、全国的に基本使用料はこのぐらいの値ですよというのがあれ

ば、教えてください。 

事務局（山下補佐）：自治体によって様々で、何が正しいということはありま

せん。事務局の考えとしては、他自治体の比較というよりは、先ほど言ったと

おり固定費を基本使用料でできるだけ賄いたいと考えております。つくば市

の固定費や変動費について現在精査中ですので、次回お示しします。全国的な

固定費と変動費の割合でいえば、圧倒的に固定費が多いのが下水道事業の特

徴です。現在の体系における従量料金のバランスは、資料のとおり 1 対 12 ぐ



 

28 
 

らいなので、仮に固定費が 7 割で、変動費が 3 割となった場合、全く基本使用

料で固定費が賄えていない状況です。つまり、他自治体との比較はそれほど重

要ではないと思っています。他自治体との比較は、次回、お示ししたいと思い

ます。 

中村委員：ありがとうございました。 

白川会長：このあたりは大事なところですので、次回以降にきちんとしたデー

タを示していただいて、それに基づいて議論できればと思います。 

事務局（兼平課長）：先ほど皆川委員からご質問があった使用料収入の用途別

の割合について、お知らせします。今後使用水量の区分の判断の参考になるか

と思いますので、こちらの割合を参考にしていただければと思います。 

生活用途が約６割で、事業用途が約４割となっております。そのうち上位 10

か所の大口利用者が、全体の使用量の約 1 割あるということです。 

白川会長：皆川委員どうぞ。 

皆川委員：料金じゃなくて、水量割合ってことですか？ 

事務局（兼平課長）：使用料金の割合です。ほぼ同じですが、使用料収入の割合

としては６割が生活用水、事業用が約４割となっています。全体の使用水量及

び料金の１割が大口の上位 10 箇所程度となっています。 

白川会長：つくば市で水を多く使っている上位 10 の工場や企業といったところ

が、全体の 10％の水量を使っているというお話ですね。 

事務局（兼平課長）：そうですね。大口と言われる 10 事業者が、全体の 1 割程

度の水量を排除しているということになります。 

白川会長：大体、今の６割・４割という水量の比率が、使用料収入の比率とほぼ

等しくなっているであろうということですよね。 

事務局（兼平課長）：そうですね。こちらは水道も同様になっています。 

白川会長：皆川委員の疑問は今の回答で大丈夫でしょうか。 

皆川委員：また次回、表か何かで示していただきたいです。水量別の割合とか。 
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事務局（兼平課長）：実績で出せますので、用意したいと思います。 

皆川委員：ちなみに、10 事業者の業態など分かりましたら、お願いします。 

事務局（兼平課長）：主に公的機関と、民間も含めた研究機関、あとは市の教育

機関となります。 

白川会長：ありがとうございました。他にもありますでしょうか。今日初めて

の方や市民の方で何か確認したいことや、分からないことはありますか。平井

委員、お願いします。 

平井委員：素人な質問ですが、先ほどの事業者さんの基本使用料っていうのは

どれぐらいになるのでしょうか。 

なぜかというと、事業者さんはつくば市以外から来てらっしゃる方も、使っ

ている料金を払っているのですけれども、基本使用料に関しては市民として

は払っていないわけなので、市外から来られて事業の中で下水を使った場合

には基本、従量使用料の分は負担してないっていうことになるので、基本使用

料を上げるということは市民の負担がその分割合が増えるということになる

かなと感じたので、お聞きしました。 

白川会長：この 500 円というのは、家庭も、工場も、どこから来ていても基本

的に全部一緒ですか。 

事務局（山下補佐）：あくまで事業所、会社１つに対して基本使用料 500 円と

なっています。何人で使っているかは関係ありません。 

平井委員：ありがとうございます。あと、考え方として、水を使ってる主体、要

するに私たちが生活するために使っている下水と、事業として利益を出すた

めに使用している下水のというのと２種類あるかと思うんですけれども、今

のところ、そういうのは特に区別はしないということでよろしいのでしょう

か。 

事務局（山下補佐）：はい、そこは区別していません。あくまで流した量に対し

ての使用料です。 
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平井委員：ありがとうございました。 

白川会長：水道ですと、工業用水道は少し水質が悪くてもいいかなということ

で別立てになっていることもありますが、下水道は 1 本になっています。水質

が良い悪いによって料金を変えるということも本当はすべきなのかもしれま

せんが、そこまでできないので、用途に関わらず使用料金が一緒になっている

ということですね。ありがとうございます。他にもありますか。瀧田委員、お

願いします。 

瀧田委員：ありがとうございます。使用水量区分の数を考える時に、大口の機

関が 201 ㎥以上で、その先がどれぐらいの量まであるのかっていうのをお聞

きしたいです。最大の 1 機関当たりの使用料、使用水量の数をお聞きしたいで

す。 

白川会長：201 ㎥以上で、実際にはどのぐらいの量まで使っているかということ

ですね。 

瀧田委員：はい。 

事務局（山下補佐）：これは２か月の値にはなりますが、10 万㎥以上使ってい

る所が 18 万㎥、20 万㎥弱位が一番多く使っているゾーンです。 

瀧田委員：ありがとうございます。 

白川会長：今は 40 ㎥と 200 ㎥で区分を切っていますが、200 ㎥より上は桁が違

うところがたくさんあり、2 か月分の水量で最大 18 万㎥、2 で割って１か月あ

たり 9 万㎥ぐらいということになります。2 か月あたり 10 万㎥以上の使用者

が 9 事業体あり、最大の水量は 18 万㎥であるということでした。 

どのあたりの水量の件数や金額が多いかということも、こういう表を見る

と分かりますので、これは次回見せていただくということになるかと思いま

す。 

瀧田委員：ありがとうございます。 

白川会長：他にもありますでしょうか。高田委員、どうですか。 
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高田委員：今までの資料を新しい方にお渡しすることはできるのですか。こう

いうものを私たちは見ていると思いますが、見られてないと、質問等が多くな

ってしまって、審議が進まないかもしれないので、渡せるようであれば、お渡

しできればいいかなと思いました。 

白川会長：前回の経営戦略を議論した時の資料ですね。その中で今回も使うも

のは、お渡ししてはいないですか。 

事務局（山下補佐）：事前説明の時に、経営戦略や下水道事業の概要などはお

渡ししています。全 7 回分の資料全てとなると膨大になるので、お渡ししてい

ません。 

白川会長：今後も、こういうものが必要だというご意見がありましたら、ご遠

慮なく言っていただけると準備できますし、次回こういう資料を出してほし

いということはどんどん言っていただければと思います。阿久津委員は何か

ありますか。 

阿久津委員：私は特にありません。 

白川会長：分かりました。磯野委員、何かありますでしょうか。 

磯野委員：特にないです。 

白川会長：分かりました。時間が近づいていますが、今日言い残していること

など、何かありましたらおっしゃっていただければと思います。大丈夫でしょ

うか。次回は、先ほどもお話がありましたけれども、区分や基本使用料といっ

た、具体的な使用料改定の話になっていくかと思います。他には大丈夫でしょ

うか。 

それでは、特にないようでしたら、本日の議事はここで終了とさせていただ

きます。委員の皆さまには次回以降も引き続きご協力をよろしくお願いしま

す。本日は円滑な進行にご協力いただいて、どうもありがとうございました。 

それでは、事務局へ進行をお返しします。 
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事務局（桜井課長）：白川会長、委員の皆さま、ご審議、ありがとうございまし

た。最後に事務連絡をいたします。先日お送りしました委員等情報確認表をご

持参された方は、事務局担当まで提出をお願いいたします。 

次に、第３回審議会の日程についてメールで調査票をお送りしますので、ご

回答お願いいたします。これまでの説明についてご質問、ご意見等ございまし

たら、お願いいたします。よろしいでしょうか。 

最後に、次回第２回審議会の日程です。次回は令和７年２月 26 日水曜日の

午前 10 時からを予定しております。場所は、本日と同じ職員研修室の予定と

なっております。 

 以上をもちまして、つくば市上下水道審議会下水道第１回を終了いたしま

す。委員の皆さま、大変長い間、ありがとうございました。 

 

以上  

 

 



つくば市上下水道審議会（下水道事業第１回） 

 

次  第 

 

 

日時 令和７年１月 28 日（火）   

      午前 10 時          

場所 つくば市役所本庁舎２階    

職員研修室          

 

１ 開会 

２ 市長挨拶 

３ 辞令交付 

４ 会長及び副会長選出 

５ 諮問 

６ 議事 

・下水道使用料の改定について 

７ その他 

８ 閉会 
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任期：２年（令和７年１月28日から令和９年１月27日まで）

氏  名 ふりがな 所 属 等

白川 直樹 しらかわ なおき 筑波大学システム情報系 准教授 学識経験者 １号

三宮 武 さんのみや たけし
国土交通省国土技術政策総合研究所
下水道研究部長

学識経験者 １号

加納 誠介 かのう せいすけ 
国立研究開発法人産業技術総合研究所
つくばセンター次長

学識経験者 １号

中村 道子 なかむら みちこ 公認会計士 学識経験者 １号

皆川 幸枝 みながわ ゆきえ 元つくば市議会都市建設委員会委員長 学識経験者 １号

阿久津 裕子 あくつ やすこ 市民 ２号

高田 佳恵子 たかだ かえこ 市民 ２号

平井 美季 ひらい みき 市民 ２号

瀧田 風歌 たきた ふうか 市民 ２号

五頭 泰誠 ごとう やすまさ つくば市議会議員 市議会の議員 ３号

高野 文男 たかの ふみお つくば市議会議員 市議会の議員 ３号

宮武 晃司 みやたけ こうじ
筑波研究学園都市交流協議会 企画調整委員会長
（国土交通省国土技術政策総合研究所
研究総務官）

関係行政機関の職員 ４号

竹内 秀治 たけうち ひではる
つくば市工業団地企業連絡協議会
（荒川化学工業株式会社）

関係行政機関の職員 ４号

柏崎 元治 かしわざき げんじ 茨城県企業局県南水道事務所長 関係行政機関の職員 ４号

磯野 健寿 いその けんじ 茨城県流域下水道事務所長 関係行政機関の職員 ４号

つくば市上下水道審議会 委員名簿

（敬称略）

条例における選出
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入
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6下総第 444号

つくば市上下水道審議会 会長 様

つくば市上下水道審議会条例 (昭和 63年つくば市条例第 121号。以下「条例」と

いう。)第 2条の規定に基づき、下記の事項について諮問します。

令和 7年 1月 28日

つくば市長 五 十 嵐 立

1 条例第 2条第4号に定める下水道使用料に関すること (下水道使用料の

改定。)

記

絶こ‖K解
く↓ぎ避|
議団髪

082203194
テキストボックス
資料２




（裏面へ続く） 

つくば市上下水道審議会の概要 

 

１ つくば市上下水道審議会とは 

  地方自治法第 138 条の４第３項に基づき、水道事業及び下水道事業の円滑

な運営を図るために設置された附属機関です。市長の諮問に応じ、次に掲げ

る事項について調査審議を行います。 

・水道料金に関すること。 

・水道加入金に関すること。 

・下水道受益者負担金に関すること。 

 ・下水道使用料に関すること。→ 今回の審議内容 

 ・その他水道事業及び下水道事業について市長が必要と認める事項 

 

２ 委員の定数、選任、任期 

  つくば市上下水道審議会条例に基づき、次のとおりとなります。 

(1) 定数 15 人 

 (2) 選任方法 

次に掲げる者のうちから市長が任命します。 

   ・学識経験者 

   ・市民 

   ・市議会の議員 

   ・関係行政機関の職員 

 (3) 任期  ２年（令和７年１月 28 日～令和９年１月 27 日） 

 

３ 委員の報酬等 

  つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に

より、委員の報酬及び費用弁償（旅費）を次のように定めています。 

 ・報酬   日額 8,000 円 

 ・費用弁償 １日につき 2,000 円 
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４ 令和７年１月～令和７年７月の開催について 

 (1) 調査審議事項 

   下水道使用料の改定について 

    

 (2) スケジュール（予定） 

 開催時期 内容 

第１回 令和７年１月 

 

諮問 

下水道使用料の改定について 

第２回 令和７年２月 

 

下水道使用料体系について 

第３回 令和７年３月 

 

下水道使用料の改定パターンについて 

第４回 令和７年５月 

 

下水道使用料の改定パターンについて 

第５回 令和７年６月 

 

下水道使用料の改定パターンについて 

第６回 令和７年７月 

 

答申について 

第７回 令和７年７月 

 

予備 

  ※令和７年度８月以降については未定です。 

  ※水道事業及び下水道事業について、別途審議会が開催される場合があり

ます。 



下水道使用料の改定について
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目次

1. これまでの経緯と審議会の内容
1. 公営企業と経営戦略
2. 審議会の内容とスケジュール

2. 下水道について
1. 下水道の仕組み
2. 施設の状況
3. 整備の状況
4. 老朽化の状況

3. 公営企業会計について
1. 収益的収支と資本的収支
2. 一般会計繰入金

4. 現在の経営状況と今後の見通し
1. 収益的収支の状況
2. 資本的収支の状況
3. 主な経営指標の推移
4. 収益的収支の見通し
5. 資本的収支と企業債残高の見通し
6. まとめ

5. 使用料改定について
1. 前回の使用料改定
2. 使用料改定後の見通し
3. 今後の審議内容
4. 今後の予定
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１．これまでの経緯と審議会の内容
１．公営企業と経営戦略

下水道事業は公営企業であり、公営企業とは、地方自治体が経営する企
業を指します。

つくば市では、下水道事業の経営状況を的確に把握するため、
令和２年度から地方公営企業法を適用し、複式簿記及び企業会計方式
による経理に移行しています。

• 下水道事業以外には、水道事業、交通事業、病院事業等があります。
• 地方財政法には、一般会計との間の適正な経費負担区分を前提として、

「事業の経費は、当該事業の経営に伴う収入をもって充てなければなら
ない」とされており、独立採算の原則が定められています。
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• 公営企業は、将来にわたって安定的な経営を図るため、中長期的な経営の基本計
画である「経営戦略」を策定し、定期的に見直すことが求められています。

• 平成28年度に経営戦略を策定し、令和２年度の法の適用や経営状況の変化に対
応するため、令和６年10月に答申をいただき、同月に改定・公表しました。

• 改定した経営戦略では、赤字回避や企業債残高の増加を抑制するため、
令和８年度に平均20％、13年度に平均17％の使用料改定を計画しました。

１．公営企業と経営戦略
１．これまでの経緯と審議会の内容
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１．これまでの経緯と審議会の内容
２．本審議会の内容とスケジュール

5

• 令和８年度に計画している「平均改定率20％」の使用料改定について、
具体的な内容を審議していただきます。

• 「具体的な内容」とは、以下のような内容です。
① 使用料体系（二部使用料制）の妥当性の検証
② 二部使用料制を続ける場合、「基本使用料」と「従量使用料」の
バランスの設定

③ 従量使用料の逓増度の設定（区分の数、区分間の差額）

※金額は税抜き

基本使用料 使用水量 従量使用料

0～40m3 130円

41～200m3 140円

201m3～ 150円

500円

基本使用料 使用水量 従量使用料

区分の数？
上げる？
下げる？

区分間の
差？



項目 時期 主な内容

第１回 令和７年１月 諮問
使用料改定について

第２回 令和７年２月 使用料体系について
基本使用料と従量使用料について

第３～５回 令和７年３～６月 シミュレーション

第６回 令和７年７月 答申案について

第７回 予備

議員説明会 令和７年７月頃 答申について

９月定例会議 令和７年９月 下水道条例改正案提出

広報活動 令和７年10月～３月 HP、広報紙、SNS

使用料改定（予定） 令和８年４月

6

１．これまでの経緯と審議会の内容
２．本審議会の内容とスケジュール



２．下水道について

下水道の３つの役割
生活環境の改善
公共用水域の水質保全
雨水の排除

１．下水道の仕組み

つくば市の下水道事業
公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業
分流式下水道（⇔合流式下水道 ex.東京都、パリ）
茨城県の流域下水道に接続し、茨城県が処理
（県に対して負担金を払う）

茨城県が整備つくば市が整備
7



• 管渠延長は約2,000㎞（類似団体※平均1,400km）

• 中継ポンプ場は29か所（類似団体平均10か所）

• マンホールポンプは約300か所

• 自前の処理施設（終末処理場）を持たない

２．下水道について

※つくば市同様２事業を実施しており、
下水道処理区域内人口がほぼ同程度である
全国35自治体

２．施設の状況

8



下水道計画の概要（R５年度末）
全体計画区域： 9,856.3 ha（a）
事業計画区域： 8,800.5 ha
既整備区域 ： 8,448.5 ha（b）
普及率 ： 85.7 ％（b/a）

※処理区域内人口密度： 26.1 人/ha

今後の整備
事業計画区域に位置付けられた箇所を
順次整備中。
未整備区域については、整備状況や
地区要望等を踏まえ実施。

【凡例】
全体計画区域（未整備分）
事業計画区域
平成30年度事業計画区域

２．下水道について
３．整備の状況

小貝川東部流域下水道
霞ケ浦常南流域下水道

市の面積
約28,000ha

9



２．下水道について
４．老朽化の状況

2020（R2)に耐用年数に到達
（老朽化0.5％）

管路延長
約2,000km

老朽化管
急増

2034(R16)に耐用年数に到達
（老朽化率16％）

2044(R26)に耐用年数に到達
（老朽化率35％）

10



収入 支出 収入 支出

長期前受金戻入

純利益

収益的収入および支出（維持管理費等） 資本的収入および支出（施設の整備更新費等）

減価償却費
（内部留保資金）

・流域下水道維持管理負担金
・維持管理費

・支払利息 など

資本的収支不足額

減価償却費

・下水道使用料
・一般会計繰入金

・その他

・企業債
・国庫補助金・負担金等
・一般会計繰入金

・建設改良費
・企業債償還金

３．公営企業会計について
１．収益的収支と資本的収支

11



一般会計からの繰入金
19.3億円

基準内繰入金 14.1億円

総務省が定める基準に沿った
公費負担とすべき経費への繰入

・雨水処理に要する経費、
分流式下水道等に要する経費等 12.9億円

・借入金の償還に対する繰入 1.2億円

基準外繰入金 5.2億円

市独自で負担区分を定めた繰入

・不明水の処理に要する経費 3.9億円
・雨水施設の建設に係る負担金等 1.3億円

３．公営企業会計について
２．一般会計繰入金

12

※令和５年度決算



流域下水道維

持管理負担金, 
13.5%

維持管理費等, 
12.1%

支払利息, 
5.1%

減価償却費, 
68.2%

その他費用, 
1.2%

下水道使用料, 
37.4%

一般会計繰

入金（基準

内）, 12.5%

一般会計繰

入金（基準

外）, 3.7%

長期前受金戻

入, 46.4%

その他収益, 
0.1%

４．現在の経営状況と今後の見通し
１．収益的収支の状況（令和５年度決算、税抜き）：１年間の経営成績

収益的収入 105億円 収益的支出 101億円

約49億円

約69億円

約14億円

一般会計繰入金
16%

約17億円

13

約13億円約40億円

約５億円



企業債, 68.7%国庫補助金, 19.8%

一般会計繰入金（基

準外繰入金）, 3.9%

一般会計繰入金（基

準内繰入金）, 3.7%

負担金等, 2.9%
一般会計繰入金

（TX関連）, 0.9%

４．現在の経営状況と今後の見通し
２．資本的収支の状況（令和５年度決算、税込み）：将来への投資状況

資本的収入 33.3億円 資本的支出 54.8億円

約23億円
約23億円

約24億円

約８億円

約７億円

14

企業債償還金, 
43.7%

建設改良費, 
41.3%

TX沿線開発

関係費, 
14.4%

流域下水道

建設負担金, 
0.6%

約24億円

約23億円
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令和３年度
99.4％

４．現在の経営状況と今後の見通し
３．主な経営指標の推移

R3 R4 R5

• 現在の状況
令和３年度以降微減し、現在は
98.5％と100％を下回っている
＝原価割れしています。
類似団体の平均値よりも低く、
汚水処理費の削減や適正な使用
料の収入の確保が必要です。

単位 %

経費回収率：各年度において、使用料で回収すべき経費を
どの程度使用料で賄えているかを表す指標

令和５年度
98.5％

原価割れ

（経営戦略P17）
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• 算出式
使用料収入÷汚水処理費



0

20

40

60

80

100

120

全国類似団体

つくば市

４．現在の経営状況と今後の見通し
３．主な経営指標の推移

R3 R4 R5

現在の状況
令和３以降100％を超えており黒字
ですが、類似団体より低い状態です。
また前述の経費回収率が100％を下
回っていることから、この黒字は使
用料収入以外の収入＝
一般会計からの基準外繰入金に依存
している状況です。

単位 %

経常収支比率：１年間の使用料収入や一般会計からの繰入金等で、維持管理費や
支払利息等の費用をどの程度賄えているかを示す指標

徐々に改善しているが
類似団体より低い 黒字だが

基準外繰入
に依存

（経営戦略P13）
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• 算出式
経常収益÷経常費用

令和３年度
103.2％

令和５年度
104.2％
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４．現在の経営状況と今後の見通し
３．主な経営指標の推移

・現在の状況
令和３年度以降徐々に減少し、令
和５年度は約883％です。市の水道
事業の３倍以上となっています。

単位 %

企業債残高対事業規模比率：使用料収入等に対する企業債残高の割合を表す指標

R3 R4 R5

（経営戦略P16）

17

• 算出式
企業債現在高÷使用料収入

令和３年度
899.7％ 令和５年度

882.7％



４．現在の経営状況と今後の見通し
４．収益的収支の見通し

億円億円

使
用
料
収
入
、各
費
用

当
年
度
純
損
益

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

令和６年度 令和１０年度 令和１４年度 令和１８年度 令和２２年度 令和２６年度 令和３０年度 令和３４年度

当年度純損益

支払利子

減価償却費

維持管理費

使用料収入

令和13年度以降赤字の見込みです。

経営戦略期間
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４．現在の経営状況と今後の見通し
５．資本的収支と企業債残高の見通し

億円億円

建
設
改
良
費
、企
業
債
借
入
・
償
還
額

企
業
債
残
高

R６残高
366.7億円

R35残高
765.9億円

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

建設改良費

企業債借入額

企業債償還金

企業債残高

建設改良費の財源とするため企業債の借り入れが
償還額を上回り、企業債残高が増加し続けます。

経営戦略期間
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４．現在の経営状況と今後の見通し
６．まとめ

・原価割れしている（経費回収率が100％未満）
・一般会計からの基準外繰入金に依存している（下水道経営が他の要因に左右される）
・企業債残高（借金）の額が、事業規模に対して大きい

・使用料収入は微増、維持管理費等の費用は増加、将来的には赤字
・老朽化更新のための建設改良費の増加に伴い、企業債残高が増加

現在の状況

今後の見通し

20
使用料の改定が必要



５．使用料改定について
１．前回の使用料改定

広報つくば
平成18年（2006年）４月15日発行

基本水量制を廃止
水量区分の変更（逓増度の低下）

前回の改定は平成18年８月で、
令和８年４月に改定する場合約２０年ぶりです。

※当時の消費税率５％で比較

21

使用料（円）
改定後

基本使用料 従量使用料 合計
10 2,100 1,365 1,890 -210
40 3,360 5,460 5,985 2,625
50 4,095 6,930 7,455 3,360
60 4,830 8,400 8,925 4,095
100 8,190 14,280 14,805 6,615
200 17,640 28,980 29,505 11,865
250 22,890 36,855 37,380 14,490

525

2か月あたり
の使用水量

（m3）
改定前 差額
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５．使用料改定について
２．使用料改定後の見通し

億円

使
用
料
収
入

当
年
度
純
損
益

億円

当年度純損益（改定前）

当年度純損益（改定後）

下水道使用料（改定後）

R13
赤字

１回目
の改定

２回目
の改定

経営戦略期間

下水道使用料（改定前）
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